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第 1 号 議 案      令和５年度ＰＴＡ事業報告  

 

 

 
校  内  ・  校  外  事  業  名  

４月  

 

 

 

 入学式    第１学年委員決定   

 ＰＴＡ総会（ＷＥＢ・書面決議）  

専門委員会   

市Ｐ連総会  

５月  

 

第１回ＰＴＡ運営委員会   

県南Ｐ連総会  

県Ｐ連総会  

６月  体育祭  

市Ｐ連役員会・理事会  

７月  

 

学校公開日  

ＰＴＡ授業参観  

制服バザー  

市Ｐ連役員会・理事会  

８月  県 南 地 区 Ｐ Ｔ Ａ 指 導 者 研 修 会  

日Ｐ全国研究大会  

つくばみらい市義務教育フォーラム  

学 校 保 健 委 員 会  

９月  奉仕作業  

第２回ＰＴＡ運営委員会   

1 0月  

 

関東ブロック研究大会  

穂緑祭  

1 1月  

 

 

市 P連役員会・理事会  

市Ｐ連指導者研修会  

茨城県ＰＴＡ振興大会  

1 2月  市Ｐ連ソフトバレーボール大会  

学区学校公開日       

１月   

２月  

 

学年末ＰＴＡ第１，２学年  

新入生保護者説明会  

３月  

 

 

第３回ＰＴＡ運営委員会・本部役員会  

卒業式     

市Ｐ連役員会・理事会   

会計監査  
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役　員　名 氏　　　　　名 地　区

会　　長 上野　泰子 福  岡

石井　梓 谷和原

宮崎　直人 富士見ヶ丘

油野　明子 （学　校）

松岡　歩 富士見ヶ丘

張替　梨花 谷和原

田嶋　裕美 （学　校）

田村　暁子 富士見ヶ丘

中島　美紀 福  岡

三戸　紀枝 （学　校）

菊地　広志 福　岡

根本　綾子 福　岡

入江　孝 学校長

幡野　由夏 前会長

第 3 号 議 案　  　令和６年度　ＰＴＡ本部役員（案）

顧　問

監　事

書　記

副　会　長

会　計
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第 4 号 議 案    令和６年度ＰＴＡ事業計画（案）  

 

 

 
校  内  ・  校  外  事  業  名  

４月  

 

 

 

 入学式    第１学年委員決定   

 ＰＴＡ総会（ＷＥＢ・書面決議）  

専門委員会   

市Ｐ連総会  

５月  

 

第１回ＰＴＡ運営委員会   

県南Ｐ連総会  

体育祭  

県Ｐ連総会  

６月  市Ｐ連役員会・理事会  

学校公開日  

ＰＴＡ授業参観  

制服バザー  

プール清掃  

７月  

 

市Ｐ連役員会・理事会    

８月  県 南 地 区 Ｐ Ｔ Ａ 指 導 者 研 修 会  

日Ｐ全国研究大会  

つくばみらい市義務教育フォーラム  

学 校 保 健 委 員 会  

９月  第２回ＰＴＡ運営委員会   

1 0月  

 

関東ブロック研究大会  

親子奉仕作業  

穂緑祭  

1 1月  

 

 

市 P連役員会・理事会  

市Ｐ連指導者研修会  

茨城県ＰＴＡ振興大会  

1 2月  市Ｐ連ソフトバレーボール大会  

学区学校公開日       

１月  新入生保護者説明会  

２月  学年末ＰＴＡ第１，２学年・次年度本 部 役 員 選 出  

３月  

 

 

第３回ＰＴＡ運営委員会・本部役員会  

卒業式  

次年度専門委員選出     

市Ｐ連役員会・理事会  

会計監査   
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１　収入の部

本年度予算額 前年度予算額
比　　　較
増減（-）

付　　記

1,128,000     1,296,000      -168,000   200円×12ヶ月×470人（職員含む）

369,895       108,437         261,458     

194,598       -                  194,598     バザー収益金

-                -                  -              利息

1,692,493     1,404,437      288,056     

２　支出の部

本年度予算額 前年度予算額
比　　　較
増減（-）

付　　記

１　事務関係費 110,000       200,000        -90,000    

１）資料作成費 -                -                 -             総会資料　等

２）事務費 -                -                 -              事務用品　等

３）旅費 50,000         50,000           -              旅費補助

４）会議費 30,000         100,000         -70,000     資料作成　等

５）会員研修費 30,000         50,000           -20,000     研修参加費　等

２　事業費 300,000       320,000        -20,000    

１）学年会員費 50,000         20,000           30,000       卒業式フォトスポット設置費　等

２）教養委員会費 100,000       50,000           50,000       バザー準備費　等

３）広報委員会費 50,000         100,000         -50,000     広報誌代　等

４）校外委員会費 50,000         50,000           -              校外指導用品　等

５）環境整備委員会費 50,000         100,000         -50,000     混合油　お茶代　等

３　生活活動対策費 800,000       400,000        400,000    

１）生徒福祉費 400,000       200,000         200,000     入学祝　卒業祝　自転車鑑札

２）学校行事費 400,000       200,000         200,000     保護者名札ケース　駐車場警備費用　等

150,000       100,000        50,000      

図書購入費 150,000       100,000         50,000       書籍代　等

150,000       150,000        -              

1）分・負担金 100,000       100,000         -              各Ｐ連負担金

2）保険料 50,000         50,000           -              安全互助会保険料

50,000        50,000          -             

慶弔費 50,000         50,000           -              

132,493       184,437        -51,944    

予備費 132,493       184,437         -51,944     

８　その他 -                -                  -              

環境整備費 -                -                  -              

1,692,493    1,404,437      288,056     

＊項目間の流用を認める
令和6年4月20日

　　上記のとおり提案いたします。

つくばみらい市立谷和原中学校ＰＴＡ会長

項目

合　　計

４　図書

５　分・負担金

６　慶弔費

７　予備費

※事務用品・環境整備費については、本年度も学校活動支援交付金を活用予定のため、予算には計上いたしません。

合　　　計

雑　収　入

第5号議案(1)      　　　　　　　　　　　　　　 令和６年度　ＰＴＡ会計　予算書（案）

項    目

会費

繰　越　金

特別会計繰越金
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１　収入の部

本年度予算額 前年度予算額
比　　　較
増減（-） 付　　記

2,256,000     2,722,800      -466,800   400円×12ヶ月×470人

186,679       584,382         -397,703   前年度予算はR4部活動後援費、校友会費残金

2,442,679     3,307,182      -864,503   

２　支出の部

本年度予算額 前年度予算額
比　　　較
増減（-） 付　　記

１　事務関係費 70,000        70,000          -              

１）事務費 50,000         50,000          -              事務用品、用紙代等

２）会議費 10,000         10,000          -              会計監査等

３）手数料 10,000         10,000          -              振込手数料等

２　教育活動充実費 800,000       1,886,800      -1,086,800 

１）ＡｉGROW運用費 -                993,300         -993,300   

２）外部講師費 50,000         50,000          -              

３）総合的な学習の時間等支援費 150,000       150,000         -              

４）生徒証作成費 -                193,500         -193,500   

５）教育環境整備費 600,000       500,000         100,000     

３　部活動費 1,411,000    1,123,000      288,000     基本100,000円＋1,000円×部員数(4/1現在) R6部員数 R5部員数

１）野球部 111,000       77,000          34,000      登録費・用具類・ユニフォーム　等 11 7

基本 ２）男子バレー部 121,000       99,000          22,000      登録費・用具類・ユニフォーム　等 21 29

100,000 ３）女子バレー部 126,000       87,000          39,000      登録費・用具類・ユニフォーム　等 26 17

個人 ４）男子バスケット部 130,000       90,000          40,000      登録費・用具類・ユニフォーム　等 30 20

1,000 ５）女子バスケット部 125,000       88,000          37,000      登録費・用具類・ユニフォーム　等 25 18

６）ソフトテニス部 125,000       91,000          34,000      登録費・用具類・ユニフォーム　等 25 21

７）サッカー部 120,000       96,000          24,000      登録費・用具類・ユニフォーム　等 20 26

８）卓球部 124,000       150,000         -26,000     登録費・用具類・ユニフォーム　等 24 -

９）吹奏楽部 135,000       107,000         28,000      楽譜代・楽器修理代　等 35 37

10）美術部 121,000       87,000          34,000      材料費　等 21 17

11）科学技術部 123,000       101,000         22,000      材料費・活動費　等 23 31

12）個人種目費 50,000         50,000          -              剣道、水泳、陸上等

161,679       227,382        -65,703     全国・関東大会補助、楽器運搬補助等

2,442,679     3,307,182      -864,503   

＊項目間の流用を認める

　　上記のとおり提案いたします。

つくばみらい市立谷和原中学校ＰＴＡ会長

※部活動費の算出方法について

※教育活動充実費について
　令和６年度以降は、１）ＡｉGROW運用費　４）生徒証作成費については、教材費から支出します。

項    目

会　　　費

繰　越　金

合　　　計

　 卓球部は活動2年目となりますので、他の部活と同様の算出方法とします。

４　予備費

項目

　 新入生増のため、令和６年度は各部基本100,000円に、部員一人につき1,000円を加算しています。（部員数はR6.4.1現在の2,3年生）

第5号議案(2)                            令和６年度　教育振興会費　予算書（案）

令和6年4月20日

合　　計
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つくばみらい市立谷和原中学校ＰＴＡ規約  

 

第１章   総  則  

 

第１条（名称）  

     本会はつくばみらい市立谷和原中学校ＰＴＡと称する。  

第２条（会員）  

     本会の会員は、谷和原中学校に在籍する生徒の保護者及び教職員をもって

会員とする。ただし、本会の趣旨に賛同する者を賛助会員とする。  

第３条（目的）  

     本会は、会員相互の親睦を深めること、会員の教養の向上を図ること、並  

    びに学校の教育環境を整備することを通して、教育水準の向上に努め、より  

    よい生徒の育成を図ることを目的とする。  

第４条（事業）  

     本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

      １  会員の親睦、教養の向上に関すること     

      ２  教育施設、設備の充実並びに教育環境の整備に関すること  

      ３  生徒の福祉厚生及び生活指導に関すること  

      ４  生徒の学習指導面への協力に関すること  

      ５  その他必要な事業  

第５条（事務局）  

     本会の事務局は谷和原中学校におく。  

 

第２章   組  織  

第６条（役員）  

     本会に次の役員を置く。役員は総会の承認を得て決定され、任期は 1 年と

する。ただし、再任することが出来る。補欠による任期は前任者の残任期と  

    する。  

      １  会長    1 名  

      ２  副会長   3 名以上（教職員を含む）  

      ３  書記    2 名以上（教職員 1 名含む）  

      ４  会計    3 名以上（教職員 1 名含む）      

５  監事    2 名以上  

       

第６条の２（役員の任務）  

会長は、本会を代表し、会務を総理する。  

            副会長は、会長を助け、会長不在のときはその代理となる。  

            書記は、会議及び会務を記録し、これを保存する。  

            会計は、収支を記録し、総会において決算報告をする。  

            監事は、会計を監査する。  
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第６条の３（顧問）  

     谷和原中学校長及び前会長は本会の顧問となる。  

 

第  ３  章     運  営  

第７条（機関）  

          本会に次の機関をおく。  

          １  総  会        ２  役員会      ３  運営委員会    

     ４  学年委員会        ５  専門委員会     ６  役員選考委員会  

   ７  会計監査委員会  

第８条（総会）  

     総会は、本会の最高議決機関であり、その議決は会員過半数の同意によっ  

て成立する。なお、出席は委任状をもって代えることが出来る。  

総会は、毎年 1 回開催し、年度当初に会長が招集する。なお、総会の議長

は第２学年委員長が行うこととする。  

     ただし、会長が必要と認めたとき及び会員の３分の１以上の要請があると  

    きは、臨時に開くことができる。  

     審議事項は次の各号とする。  

     １  規約の改廃  

     ２  役員の選出及び承認  

     ３  事業報告並びに決算の承認  

     ４  事業計画並びに予算の決定  

     ５  その他必要と認める事項  

第９条（役員会及び委員会）  

     役員会及び委員会の任務は次の通りとする。  

     １  役員会は、運営委員会での議事の作成にあたる。  

      役員会は、正副会長、書記、会計、監事をもって構成する。  

     ２  運営委員会は、議会に提出する案件の作成にあたる。  

     ３  学年委員会は、当該学年ＰＴＡの諸事業の運営にあたる。  

     ４  専門委員会は、教養、広報、校外指導、環境整備の各部会をおき、選  

      門活動を行う。  

     ５  役員選考委員会は、本会の正常な発展のため、公平無私の適任者を選  

      考する。  

     ６  会計監査委員会は、会計の監査をし、その結果を総会に報告する。  

 

第４章   会  計  

第１０条（経費）  

     本会の経費は、会費、寄付及び事業収入をもってこれに充てる。  

     １  会費は、会員１名につき月額２００円とする。  

２  会 員 が 公 務 の た め 出 張 し た 場 合 、 交 通 費 を 支 給 す る も の と

す る 。  
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第１１条（会計年度）  

     本会の会計年度は、毎月４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  

 

附  則  

 

１  本規約は、昭和４５年４月１９日に制定し、即日実施する。  

 

２  本規約の一部改正  

   昭和４７年  ４月１９日        昭和４８年  ４月１８日  

   昭和５０年  ４月１７日        昭和５２年  ４月２３日  

   昭和５３年  ４月２２日        昭和５４年  ４月２１日  

   昭和５５年  ４月１９日        平成  ３年  ４月２７日  

   平成  ４年  ４月２５日         平成  ５年  ４月２４日  

   平成  ６年  ４月２３日         平成  ７年  ４月２９日  

   平成  ８年  ４月２９日         平成１２年  ４月２２日  

平成１４年   ４月１３日         平成１６年   ４月１７日  

平成２０年   ４月２０日         平成２４年  ４月１４日  

      平成２８年  ４月１６日      平成２９年  ４月１５日  

平成３０年  ４月１４日      令和  ４年  ４月１６日  

令和  ５年  ４月２２日      令和  ６年  ４月２０日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

-11-  



顧
問

会
長

副
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長
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会
計
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事

(校長)

(前会長)
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委
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会

第
１
学
年

第
２
学
年

第
３
学
年

谷和原中学校PTA組織図

本部役員(役員会)

学校職員

専門委員会
正副委員長各１名

学校職員

運 営 委 員 会
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学年委員会
正副委員長各１名

学校職員



慶   弔   規   定  

 

１  この規定は、つくばみらい市立谷和原中学校ＰＴＡの慶弔について定め、その慶

弔金の種類は次のとおりとする。  

 

種    類  対      象  金   額  

弔慰金  会員及びその配偶者並びに本校在校生  10,000 円  

疾病見舞金  
会員及び本校在校生  

（病気又は事故などで１０日以上入院）  
5,000 円  

被災見舞金  
会員  

（住宅火災など災害を被った場合）  
5,000 円  

 

２  上記以外の慶弔費等を支出する際は、役員会の判断に委ねるものとする。  

３  上記各事項の慶弔金等に対する返礼は、一切無用とする。  

４  本規定は、運営委員会の過半数以上の賛成があった場合、改定できるものとする。 

 

 

 附  則  

１  この慶弔規定は、昭和５１年９月  １日より適用する。  

２  この慶弔規定は、平成  ４年４月２５日一部改正する。  

３  この慶弔規定は、平成  ５年４月２４日一部改正する。  

４  この慶弔規定は、平成１１年４月２５日一部改正する。  

５  この慶弔規定は、平成２１年４月２５日一部改正する。  

６  この慶弔規定は、平成２２年４月１７日一部改正する。  

７  この慶弔規定は、平成２４年４月１４日一部改正する。  

８  この慶弔規定は、平成２８年４月１６日全部改正する。  

９  この慶弔規定は、平成２９年４月１５日一部改正する。  
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つくばみらい市立谷和原中学校教育振興会規約  

 

第１条  本会は、つくばみらい市立谷和原中学校教育振興会と称し、事務局を学校内

におく。  

第２条  本会は、谷和原中学校の特色ある教育活動と、文化的及び体育的活動の充実

を図るため、学校及びＰＴＡとの緊密な連携のもとに、物心両面より支援し、

その振興を図ることを目的とする。  

第３条  本会は、目的達成のため、次の事業を行う。  

１  特色ある教育活動の援助  

２  各部活動の援助  

第４条  本会は、谷和原中学校に在籍する保護者をもって会員とする。ただし、本会

の趣旨に賛同する者を賛助会員とすることができる。  

第５条  本会に次の役員をおく。  

 １  会長    1 名  

 ２  副会長   3 名以上（教職員を含む）  

 ３  書記    2 名以上（教職員 1 名含む）  

 ４  会計    3 名以上（教職員 1 名含む）  

 ５  監事    2 名以上  

第６条  前条の役員は、ＰＴＡの本部役員が兼任する。  

第７条  役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。  

第８条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。  

        副会長は、会長を助け、会長不在のときはその代理となる。  

        書記は、会議及び会務を記録し、これを保存する。  

        会計は、収支を記録し、総会において決算報告をする。  

        監事は、会計を監査する。  

第９条  本会に次の機関をおく。  

         １   総  会  

         ２  役員会  

第１０条   役員会は、本会の最高機関で毎年度当初に会長がＰＴＡ総会とともに招集

し、所要事項を審議する。  

第１１条   役員会は、正副会長、書記、会計、監事をもって構成する。  

第１２条   役員会は、必要に応じて会長が招集し、会務を執行する。なお、緊急な事

業が発生した場合は専決処理をし、次回の承認を受ける。  

第１３条   本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。    

          会費は、会員１名につき月額４００円とする。  

第１４条   本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  

 

附  則  

  １   本規約は、昭和５１年４月２２日に制定し、即日実施する。  
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２   本規約は、昭和５３年４月２２日に一部改正する。  

３   本規約は、平成  ６年４月２３日に一部改正する。（第５、１３条）  

４   本規約は、平成１２年４月２２日に一部改正する。（第１３条）  

５   本規約は、平成２９年４月１５日に一部改正する。（第９、１０、１１、

１２条）  

６  本規約は、平成３０年４月１４日に一部改正する。（第５条）  

７  本規約は、令和５年４月２２日に一部改正する。（第１、２、３、１３

条）  

８  本規約は、令和５年４月２２日に一部改正する。（会名、第１、２、３、

１０、１３条）  

９  本規約は、令和６年４月２０日に一部改正する。（第１３条）  
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つくばみらい市立谷和原中学校ＰＴＡ個人情報取扱規約 

  

第 1 条   この規約は、谷和原中学校 PTA（以下「本会」と称す）の保有する個人情報について、その

適正管理に必要な事項を定めることにより、本会の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利と

利益を保護することを目的とする。  

第 2 条   本会は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法および本規約に基づき、本会で取扱う個

人情報の取得、利用、管理を適正におこなう。  

第 3 条   個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述により特定の個人を識別できるものをいう。  

第 4 条   本会における個人情報の管理者は会長とする。  

第 5 条   本会における個人情報の取扱者は役員及び各委員会委員長とする。  

第 6 条   個人情報の管理者および取扱者は、職務上知り得た情報を、みだりに他人に知らせ、不当な

目的に使用してはならない。その役職を退いた後も同様とする。  

第 7 条   個人情報を取得する際は、あらかじめ利用目的を定め明示する。また、円滑な PTA 活動をお

こなうために以下の情報を取得する。  

１． 会員の氏名・連絡先（住所・電話番号・メールアドレス・生年月日）  

２． 会員の子どもの氏名・クラス  

３． 必要に応じ、会員や会員の子どもなどの写真  

第 8 条   取得した個人情報は以下の目的のために利用する。  

１． PTA 活動に必要な連絡網および名簿の作成  

２． 各種行事の案内  

３． 資料等の送付  

４． 役員選出  

５． PTA 活動の諸連絡  

第 9 条   本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第 8 条の規約により特定された利用目的の範囲

を超えて個人情報を取扱わないものとする。  

第 10 条   個人情報が記載されたいかなるものも、管理者または取扱者が鍵付きの部屋などに保管し適

正に管理する。また、不要となった個人情報は、管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに

廃棄するものとする。  

第 11 条   個人情報は、それを取扱う電子機器・電子媒体に、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な

状態を維持し保管する。また、持ち出す場合は電子メールでの送付を含め、パスワードをか

けるなど適切におこなう。  

-16- 



第 12 条   個人情報は次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供をおこなわな

いものとする。  

１． 法令に基づく場合  

２． 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本  人の同意を得る

ことが困難であるとき。  

３． 公衆衛生のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると

き。  

４． 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

第 13 条   本会は、谷和原中学校と利用目的の範囲内に限り取得した個人情報を以下の通り共同利用す

ることがある。  

１． 利用する項目：第７条で定める通り  

２． 利用するものの範囲：谷和原中学校と本会  

３． 利用目的：第８条で定める通り  

４． 責任者：第４条で定める通り  

第 14 条   個人情報を第三者（第 12 条第 1 項から第 4 項および、県、市役所、区役所を除く）に提

供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。  

１． 第三者の氏名  

２． 提供する対象者の氏名  

３． 提供する情報の項目  

４． 対象者の同意を得ている旨  

第 15 条   第三者（第 12 条第 1 項から第 4 項および、県、市役所、区役所を除く）から個人情報の

提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。  

１． 第三者の氏名  

２． 第三者が個人情報を取得した経緯  

３． 提供を受ける対象者の氏名  

４． 対象者の同意を得ている旨（事業者ではない個人から提供を受ける場合は記録不要）  

第 16 条   本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿っ

てこれに応じる。  

第 17 条   個人情報を漏えい（紛失含む）した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報告

する。  

第 18 条   本会は、個人情報の取扱者に対して、定期的に個人情報の取扱いに関する留意事項について

研修を実施する。  
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第 19 条   本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努める。  

附   則  

1. この細則は、総会の 3 分の 1 以上の賛成がなければ、改正することができない。  

2. 改正の結果は、次期総会に報告しなければならない。  

この細則は、平成 30 年 4 月 14 日より実施する。  
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